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児童生徒数は減少傾向にあり、今後も継続する見込み

（１）豊橋市の児童生徒数の推移
１ 豊橋市の児童生徒数について

３

■児童生徒予測数（教育委員会）

：R7.1時点の0歳～5歳人口及び在籍児童生徒数
を基にした推計値

■児童生徒予測数（人口ビジョン）

：H27.10『豊橋市人口ビジョン』の推計値

■児童生徒数（実数）

：各年５月１日時点の市立小中学校児童生徒数

（令和６年度 第４回総合教育会議資料）

28,686

24,784
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（２）嵩山小学校・賀茂小学校の児童数予測

級 児童数 級 児童数 級 児童数 級 児童数 級 児童数 級 児童数 級 児童数 級 児童数

R8 1 11 1 10 1 8 1 16 1 10 1 14 - 5 8 74

R9 1 6 1 11 1 10 1 8 1 16 1 10 - 3 8 64

R10 1 5 1 6 1 11 1 10 1 8 1 16 - 3 8 59

R11 1 6 1 5 1 6 1 11 1 10 1 8 - 2 8 48

R12 1 6 1 6 1 5 1 6 1 11 1 10 - 2 8 46

R13 1 4 1 6 1 6 1 5 1 6 1 11 - - 8 38

予
測
数

６学年 特別支援 合　計
嵩山小

１学年 ２学年 ３学年 ４学年 ５学年

級 児童数 級 児童数 級 児童数 級 児童数 級 児童数 級 児童数 級 児童数 級 児童数

R8 1 10 1 11 1 8 1 10 1 12 1 8 - 4 8 63

R9 1 6 1 10 1 11 1 8 1 10 1 12 - 4 8 61

R10 1 6 1 6 1 10 1 11 1 8 1 10 - 3 8 54

R11 1 7 1 6 1 6 1 10 1 11 1 8 - 2 8 50

R12 1 5 1 7 1 6 1 6 1 10 1 11 - 1 8 46

R13 1 1 1 5 1 7 1 6 1 6 1 10 - - 8 35

５学年 ６学年 特別支援 合　計

予
測
数

賀茂小
１学年 ２学年 ３学年 ４学年

は校区内に住所がある児童の人数（特別支援学級の可能性がある児童も含む）

令和13年度に３年生と４年生が複式学級となる可能性がある

（教育委員会作成）

１ 豊橋市の児童生徒数について

４



（３）学校規模適正化について

全市的な問題として考える必要がある一方、
複式学級の可能性がある学校区については、
先行して具体的に進める必要がある。

１ 豊橋市の児童生徒数について

５
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（１）地元説明会の開催
２ 教育委員会の取り組みについて

嵩山小学校区 11月25日

【参加者】12名

・学校関係者（３名）
・学校評議員（４名）
・校区関係者（２名）
・ＰＴＡ関係者（２名）
・保育園関係者（１名）

賀茂小学校区 11月28日

【参加者】15名

・学校関係者（２名）
・学校評議員（３名）
・校区関係者（１名）
・ＰＴＡ関係者（２名）
・保育園関係者（１名）
・園児保護者（６名）

７



【目的】

以下３点の情報共有及び意見交換

① 今後６年間の児童数の推移

② 複式学級について
（複式の基準・カリキュラムなど）

③ 小規模校のメリット・デメリット及び
複式学級のデメリット

２ 教育委員会の取り組みについて

８



【参加者の意見】

上学年児童が下学年児童の面倒をよく見ている。一方で
子ども同士が、自分の得意なこと、苦手なことによって
役割を決めている部分があり、切磋琢磨の経験が少ない。

良くも悪くも、親同士の関係が子どもの関係にも影響を
与えてしまう。

学校行事では子どもたちに多くの役割を与えらえるので、
活躍の場が増えて嬉しい一方、負担も多く、ヘトヘトに
なって帰ってくる。

２ 教育委員会の取り組みについて

９



複式学級での授業がどのように行われるのかについて、
他市町村の事例など具体的な説明をお願いしたい。

石巻中学校区はどの小学校も規模が小さいため、１小１中に
するなどしないと、クラス替えなどができないのではないか。

複式学級にならなくとも、学年の男女比で考えた場合には、
もっと早い段階で教育環境の問題が出てくるのではないか。

財政的な理由ではなく、子どもたちの教育環境を一番に
考えてほしい。

２ 教育委員会の取り組みについて
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（２）今後の方向性

学校統廃合を

実施しない 実施する

学校統廃合を

２ 教育委員会の取り組みについて
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① 学校統廃合を実施しない

児
童
数
の
維
持
・
増
加

合
同
授
業
を
発
展

山県学園構想（山県方式）

（岐阜県山県市）

（豊橋市教育委員会HP）

（山県市教育委員会HP）

特認校チラシ（下条小）

小規模特認校制度

２ 教育委員会の取り組みについて
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②学校統廃合を実施する

学校施設を新設

既存の学校施設に統合

従
来
の
教
育
体
系
を
維
持

小
中
一
貫
教
育
を
推
進

①

新設型義務教育学校新設型統廃合

飛島学園（飛島村）たかしま小学校（名古屋市）②

④

藍川北学園（岐阜市）

統合型義務教育学校

【画像】①④：各学校HP、
②：名古屋市教育委員会HP、
③：新城市教育委員会提供

２ 教育委員会の取り組みについて
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統合型統廃合

鳳来寺小学校（新城市）

③



【視点①】“教育の場”としての学校の役割

学校教育の主役である子どもたちにとって、真に望ましい教育環境を確保
することを最優先にすること

【視点②】“教育の場”以外の学校の役割

学校は地域コミュニティの核であることから、地域と学校とのつながりを
重視し、可能な限り地域住民の意向を踏まえること

【視点③】学校の長期的な維持管理

豊橋市のまちづくりの考え方との整合を図り、効果的かつ効率的な学校
づくりを推進すること（※ファシリティ・マネジメント）

（３）教育委員会の考え方

学校規模の適正化は、
子どもたちの学びや成長にとって、
真に望ましい教育環境の確保を大前提に、
校区の方々との話し合いを進めていく。

２ 教育委員会の取り組みについて
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【小規模校のメリット・デメリットと各対応事例の関係】(例)
視点①
望ましい
教育環境

現状
(特認校)

義務教育学校 学校統廃合
合同授業 複式学級

新設型 統合型 新設型 統合型

クラス替えの
実施 × ○ ○ ○ ○ × ×

制限のない
集団・班学習 × ○ ○ ○ ○ △

合同授業時は○
×

学級運営の
行いやすさ ○ ○ ○ ○ ○ × ×

きめ細かな
指導の実施 ○

△
支援員等
による

△
支援員等
による

△
支援員等
による

△
支援員等
による

△ △
複式方法による

人間関係や
評価固定の
起こりにくさ

× ○ ○ ○ ○ ×
合同授業時は△

×

３ 豊橋市教育委員会事務局の考え方
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校区の方々と行政で
一緒に考えていく
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（１）「令和の日本型学校教育」を推進する学校の適正規模・
適正配置の在り方に関する調査研究協力者会議

※令和６年度第４回総合教育会議で紹介

文部科学省：https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou/195/index.html

３ 学校規模適正化に関する国の動向について

【目的】平成27年手引きの再検討

【検討の視点】

・教育効果や通学負担、効果的な遠隔教育の実施等を踏まえた学校、学年、
学級の適正規模、学校の適正配置の在り方

・弾力的な学校配置を可能とする仕組みの在り方

・効果的・効率的な学校の存立に資する工夫（複合化・共用化等）

・その他学校の適正規模・適正配置を推進する教育行財政の有り方

※
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（２）調査研究協力者会議 議論の整理

学校は子どもが育つ教育施設であることを踏まえることが必要

３ 学校規模適正化に関する国の動向について

【基本的な考え方】

【考慮するべき点】

・物理的な距離

・適切な学習環境

・教育効果

・教職員の負担

・校長のマネジメントの
在り方

・放課後の居場所づくり等

・統合後の地域コミュニ
ティを維持する仕組み

・子どもたちを含めた関係
者の参画による合意形成

・地域の在り方を自分事と
して考えられる仕組みづ
くり

（教育的な観点） （地域的な観点）

・施設の老朽化の程度

・費用対効果

・学校跡地の利活用

・将来的な動向を踏まえた
中長期的な視点

（ファシリティ・マネジメントの観点）
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保護者や校区の方の要望を伺いながら、継続して
意見交換会を実施していく。

新たに複式学級の可能性が生じた校区に対しては、
嵩山・賀茂と同様に意見交換会を実施していく。

４ 令和８年度の取り組み

【嵩山校区・賀茂校区】

また、

【市全域に対して】

個別地域の取り組みの全市的な情報発信を行う。

20

国の協力者会議の報告書や具体的な事例を参考に
住民参画や意思決定の仕組みについて検討を継続。
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